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１ 多面的機能支払交付金の取組状況と課題

１



① 多面的機能支払の取組状況

資料：令和６年度多面的機能支払交付金実施状況報告より作成

○認定農用地面積の推移○活動組織数の推移

○令和６年度は近畿管内の152市町村において、3,394組織が約119.6千haの農用地を対象に活動を
実施している。
○兵庫県は、活動組織数、認定農用地面積ともに近畿管内で最も多く、1,687組織が約51.0千haの農
用地を対象として活動に取り組んでいる。
○令和５年度と比較すると、活動組織、認定農用地面積ともに若干の減少傾向が見られる。
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○令和5年度と令和6年度の兵庫県の取組実績
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① 多面的機能支払の取組状況

○農地維持支払交付金のカバー率

○農地維持支払交付金における近畿管内のカバー率は65%。
○兵庫県はカバー率が82%と近畿で最も高い。また、全国で比較すると、福井県に次いで2番目に高い。

※カバー率…農用地面積に占める認定農用地面積の割合

３
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② 人口減少に伴う多面的機能支払への影響

出展：兵庫県ホームページ「兵庫県将来推計人口」

○2055年までの兵庫県の推計人口

○兵庫県の人口は現在約530万人と推計されているが、兵庫県が公表している将来の推計人口による
と、５年後には約18万人減少する見込み。
○人口減少は年々顕著になる傾向が見られ、30年後の2055年には約25%減少する見込み。

４
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② 人口減少に伴う多面的機能支払への影響

出展：兵庫県ホームページ「兵庫県将来推計人口」

○兵庫県の農村部と都市部の年齢別人口

○農村では人口減少と高齢化が都市部以上に進行している。
○これまで地域の共同活動によって支えられてきた農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理や農
業生産活動への影響が懸念される。
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② 人口減少に伴う多面的機能支払への影響

将来（５～10 年後）の充足状況の認識

資料：平成30年度に活動を終了した組織への調査（回答数1,302組織）

資料：令和５年度農林水産省農地資源課調べ（回答数1,010組織）

○多面的機能支払の取組を継続しなかった理由○共同活動への地域内参加の充足状況について

○多面的機能支払の共同活動において、今後は約９割の組織で地域内参加者が不足する見込み。
また、約半数の組織では参加者の不足により活動に支障をきたす見込み。
○小規模活動組織を中心に、役員や事務処理担当者の高齢化・後継者不足等により、活動を継続でき
なくなるおそれがある。

６
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③ 地球温暖化の進行について

○神戸の年平均気温

○地球温暖化とは、大気中に放出された二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスの影響により、地球
の平均気温が上昇する現象。
○地球の平均気温は変動を繰り返しながら年々上昇しており、神戸では100年当たり約1.5℃の割合
で年平均気温が上昇している。
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出展：気候変動適応情報プラットフォーム（A-PLAT）より作成

気温（℃）
○温室効果ガスの主な種類

主な発生要因種類
・石炭や石油の燃焼
・セメントの製造時

二酸化炭素(CO2)

・家畜のげっぷ
・水田や湿地での有機物分解時
・天然ガスの発掘

メタン(CH4)

・窒素肥料の使用や堆肥の製造時
・燃料の燃焼
・工業プロセス

一酸化二窒素
(N2O)

出展：朝日新聞SDGs ACTION!より

○地球温暖化のメカニズム

太陽からの
エネルギー

＜温室効果ガスが適度に存在する場合＞

宇宙へ放出されるエネルギー
多い

温室効果
小さい

温室効果ガスが熱を吸収することで、
大気が暖められ、気温が上昇

太陽からの
エネルギー

温室効果ガス

宇宙へ放出されるエネルギー
少ない

温室効果
大きい

温室効果ガスが
増加すると

適度な温室効果ガスにより、
地球の平均気温が約15℃に保たれる

＜温室効果ガスが多い場合＞

温室効果ガス
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③ 地球温暖化の進行について
○過去と現在の気温を月別で比較すると、1965年～1974年の過去10年間に対し、2015年～2024年
の10年間では平均２℃気温が上昇している。

出展：気象庁の気象データより作成

○神戸の月別平均気温の比較
～過去の10年間と直近10年間の比較～気温（℃）

８

いずれの月も
気温が上昇

1965年～1974年の平均気温
2015年～2024年の平均気温

 米の品質低下（白未熟粒の発生､一等米比率の低下）
 夏季の高温によるトマトの着果・着色不良、イチゴの開花期の遅延や生育不良等
 カメムシ等の病害虫の発生が増加することによる農作物への被害の増加
 熱中症リスクの上昇により、農作業中の熱中症搬送者が増加

○気温上昇が農業に与える悪影響



③ 地球温暖化の進行について

○地球温暖化に伴い、雨の降り方にも変化が生じている。1時間に50mm以上の激しい雨の発生回数は
1976年～1985年の過去10年間に対し、2015年～2024年の10年間では約1.5倍に増加している。

出展：気象庁の気象データより作成

９

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024

○1時間降水量50mm以上の年間発生回数
全
国

1,
30

0地
点
あ
た
りの
発
生
回
数
（
回
）

増加傾向

5年移動平均値 長期変化傾向（平均的な変化傾向）

40年で
約1.5倍増加



③ 地球温暖化の進行について

○激しい雨が増加する一方、ほとんど雨が降らない日も増加しており、雨の降り方が極端になっている。

○降雨に関する記事

 梅雨明けが６月27日と観測史上最も早い記録となり、少雨の影響から水不足となった。豊岡市では７月は
計20mmと平年の１割程度しか降らず、過去２番目に少雨となった。

 東播地区では少雨の影響により貯水率が減少し、７月から呑吐ダム（三木市）及び大川瀬ダム（三田市）、
８月から加古川大堰（加古川市）で取水制限を実施した。

○兵庫県で今年度発生した地球温暖化の影響による出来事

10

出展：YAHOOニュースより（2022/05/11の記事）
出展：日本天気協会より（2025/8/25の記事）

出展：読売新聞オンラインより（2025/08/15の記事）



④ 生物多様性について
○日々の暮らしは食事や医療、文化、産業の様々な場面で生物多様性の恵みを受け取ることで成り
立っているが、近年は地球温暖化をはじめとする影響により、生物多様性が危機にさらされている。

生物多様性が失われることで
暮らしにも影響が生じる

○現在発生している生物多様性の損失による悪影響
 シカやイノシシによる農林業への被害、餌の不作等によりクマの出没が相次ぎ、農林業や生活環境への被害が増加
 繁殖力･再生力が極めて高い水生植物のナガエツルノゲイトにより、在来種の生息環境が奪われるほか、農作物の生育不良、
水路や河川の水流阻害が発生

○生物多様性がもたらす恩恵と損失による悪影響

・食料や木材、植物成分を原料とする医薬品などが得られる
・土砂災害や洪水等の災害を防ぐ
・気分をリラックスさせたり、レクリエーションによる楽しみを提供する
・光合成による酸素供給、水質浄化、土壌形成

・土壌の分解や受粉を行う生物の減少により、食料供給が不安定
化する
・微生物等の減少により、水質や土壌環境が悪化する

・森林等の減少により、土砂災害や洪水等の災害リスクが増加する
・自然の景観が失われ、豊かさや楽しみを享受できなくなる
・生態系が不安定化し、害虫や病原体が増加する

生物多様性が失われると… 土の栄養、光、水から
動物の食べ物を生み出す

動物の死骸等を分解し、
植物の栄養を生み出す

草食動物を食べる

植物や虫を食べる

それぞれの生き物が関わりを持っているため、
ある種が減少すると、他の生き物にも影響が生じる

土壌生物や微生物

植物

肉食動物

草食動物

カエルが減少 → →カエルを餌とする
ヘビが減少

ヘビを餌とする
タカが減少

恩
恵

悪
影
響
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２ 多面的機能支払交付金の第3期対策

12



○人口減少や高齢化に伴い、事務作業や活動の継続が困難となることに対応するため、引き続き広域化の
推進や事務負担の軽減に取り組むとともに、活動組織の体制強化に向けて、活動組織と外部団体等との
マッチングの仕組みの構築に取り組む。
〇これまで環境保全型農業直接支払で支援してきた環境負荷低減に係る取組は、地域でまとまりをもって
取り組むことで効率的かつ効果的に推進されることが期待される取組（長期中干し、冬期湛水等）につ
いて、令和７年度から多面的機能支払で支援する。

① 多面的機能支払の第３期（R7～11）対策について

○ 国、県、市町村による集落の共同活動への支援等を強化○ 多面的機能支払の事務の省力化、組織体制の強化を図るため、
活動組織の広域化等を一層推進

活動組織

都道府県・市町村等

制度面から
指導・助言

活動・組織強化を支援
・外部団体等とのマッチング
・専門家派遣 等

連携

土地改良区国

○ 環境負荷低減（長期中干し、冬期湛水等）の取組を
多面的機能支払において地域共同で行うことにより推進

長期中干し 冬期湛水

交付金の交付、
活動に係る指導

市町村

広域活動組織

Ａ
集
落

事務局

申請、
実施状況報告

活動報告
（活動記録、
領収書）

交付金の配分、
活動に係る統括

広域化後

市町村

広域化前

Ｂ
集
落

Ｃ
集
落

Ｄ
集
落

Ａ
活
動
組
織

（
Ａ
集
落
）

Ｂ
活
動
組
織

（
Ｂ
集
落
）

Ｃ
活
動
組
織

（
Ｃ
集
落
）

Ｄ
活
動
組
織

（
Ｄ
集
落
）

交
付
金
の
交
付
、
活
動
に
係
る
指
導

申
請
・
実
施
状
況
報
告

事務局の作業内容例
・申請等書類作成
・金銭出納簿や活動記録の整理
・日当の支払、交付金の管理
・集落間・行政との連絡調整等
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＜対策のポイント＞
地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）の質的向上を図る活動を支援します。

＜事業目標＞
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動への多様な人材の参画率の向上（５割以上［令和７年度まで］）
○ 農地・農業用水等の保全管理に係る地域の共同活動により広域的に保全管理される農地面積の割合の向上（６割以上［令和７年度まで］）

日本型直接支払のうち
多面的機能支払交付金

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．多面的機能支払交付金 48,463（47,050）百万円
① 農地維持支払
地域資源の基礎的保全活動等の多面的機能を支える共

同活動を支援します。
② 資源向上支払
地域資源の質的向上を図る共同活動、施設の長寿命化

のための活動を支援します。

２．多面的機能支払推進交付金 1,585（1,539）百万円
交付金の適正かつ円滑な実施に向けて、都道府県、市町村

等による事業の推進を支援します。

交付単価

［５年間以上実施した地区は、➋に75％単価を適用］
※１：➋、❸の資源向上支払は、➊の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：➊､➋と併せて❸の長寿命化に取り組む場合は､➋に75％単価を適用
※３：❸の長寿命化において、直営施工を行わない場合は、5/6単価を適用

北海道都府県

❸資源向上支払
（長寿命化）

❷資源向上支払
（共同）

❶農地維持支払❸資源向上支払
（長寿命化）

❷資源向上支払
（共同）

❶農地維持支払

3,4001,9202,3004,4002,4003,000田
6004801,0002,0001,4402,000畑
400120130400240250草地

（円/10a）

※1,2,3 ※1,2,3※1 ※1

＜事業の流れ＞

市町村
定額

農業者等
定額

（１の事業）

市町村等
定額

（２の事業）
国 都道府県

定額

農地維持支払

・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持 等
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源
の保全管理に関する構想の策定 等

水路の泥上げ農地法面の草刈り 農道の路面維持

・水路、農道、ため池の軽微な補修、景観形成や生
態系保全などの農村環境保全活動 等
・老朽化が進む水路、農道などの長寿命化のための
補修 等

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除

資源向上支払

実 施 主 体：農業者等で構成される組織（ ➊及び❸は農業者のみで構成する組織でも取組可能 ）
対象農用地：農振農用地及び多面的機能の発揮の観点から都道府県知事が定める農用地

【加算措置】
北海道都府県項目
320400田多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合等

（加算対象活動に「広域活動組織における活動支援班※の設置及び活動の
実施」、「水管理を通じた環境負荷低減活動の強化」の項目を新たに追加）

多面的機能の更なる増進への
支援 80240畑

2040草地

320400田資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積の1/2以上で取り組む場合水田の雨水貯留機能の強化
（田んぼダム）への支援

交付単価項目

40万円/組織
広域活動組織の設立と
活動支援班※の設置
を併せて行うこと

組織の体制強化
への支援

※広域活動組織内の集落をまたいで共同活動を支援す
ることを目的として設置される班

※黄色ハイライトは拡充等項目

【令和７年度予算額 50,048（48,589）百万円】

（円/10a）

交付単価項目
800長期中干し

化学肥料と化学合成
農薬を原則５割以上
低減する取組と併せて
環境負荷軽減に取り組
む面積が増加する場合

環境負荷低減
の取組への支援

4,000冬期湛水
8,000夏期湛水
3,000中干し延期
4,000作溝実施

江の設置等
3,000作溝未実施

（円/10a）

①
②

③④
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○ 活動組織の広域化と活動支援班の設置による体制強化を促進するため、広域活動組織の設立と活動支援班の設
置を併せて行う場合に、40万円/組織を支援するもの。

１ 活動支援班の定義
・複数の集落で構成される広域活動組織において、活動組織内の
集落をまたいで共同活動を支援する ことを目的として設置される作
業チーム。

・活動支援班加算を申請する年度に、広域活動組織※を新た
に設立し、併せて活動支援班を設置すること。

※広域活動組織は、旧市区町村区域等の広域エリアにおいて、集落又は活動組織
及びその他関係者の合意により、農用地、水路、農道等の地域資源の保全管理等
を実施する体制を整備することを目的として設立するもの。

・活動支援班のメンバーは、活動組織の構成員であり、複数人
で構成されていること。

２ 加算措置の要件

３ 加算単価

注）既に広域活動組織を設置している場合は、本加算の対象外。ただし、多
面的機能の増進を図る活動「広域活動組織における活動支援班による活動
の実施」は対象となる。

加算単価区分

40万円/組織
広域活動組織の設立及び
活動支援班の設置

② 組織の体制強化への支援（活動支援班加算）【R7拡充】

15



（参考）水田の雨水貯留機能の強化への支援（田んぼダム加算）（R3拡充）
○ 近年多発する豪雨災害への対策に向け、水田の持つ雨水貯留機能を活用した取組を推進する必要があることから、資源向上支払
（共同）の支援対象となっている「田んぼダム」の取組に対して、一定の取組面積等の要件を設けた上で、加算措置を設定。

○ 「田んぼダム」の効果発現には面的な広がりが重要であることから、より広範囲で取り組まれるよう支援するもの。
１ 加算対象となる「田んぼダム」の定義
大雨時に河川や水路の水位の急上昇を抑えることで下流域の湛水
被害リスクを低減させることを目的に、水田の排水口に流出量を抑制
するための落水量調整装置を設置する等して雨水貯留能力を人為
的に高める取組をいう。

流出を抑制する落水量調整装置の例

田んぼダム実施の流出量
通常の田んぼの流出量

資料：農研機構

「田んぼダム」により
雨水が一時的に水田に
貯留され、流出量の
ピークがカットされる

ピークカット効果

２ 加算措置の要件

資源向上支払（共同）
400円/10a
（北海道：320円

/10a）

事業計画期間5年

： 加算単価

2,400円/10a
（北海道：1,920円

/10a）

：従来の単価

注）本支払の活動を5年以上実施、又は長寿命化のための活動に取組む地区は加
算単価に0.75を乗じた額とする。

写真：新潟市

３ 加算単価

① 市町村による計画の策定
市町村は都道府県知事と協議の上、水田貯留機能強化計画注）1を策
定する。
注1：既に、流域治水プロジェクトの計画等に「田んぼダム」が位置付けられてい

る地域は策定不要

② 活動組織による事業計画の変更
・資源向上支払（共同）の活動項目「48 水田の貯留機能向上の活
動」
または「55 防災・減災力の強化」の取組として田んぼダムを実施す
ること。
・実施面積、年度別計画及び位置図を事業計画書に記載すること。

③ 実施面積
・事業計画期間中に、資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積全
体のうち、５割以上（広域活動組織の場合は、加算措置に取り組む
集落毎に交付を受ける田面積全体の５割以上）で「田んぼダム」に
取り組むこと。
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資源向上支払（長寿命化）の交付単価

現行：広域活動組織の規模を満たす、または直営施工を実施する場合以外は、
基本単価に５/６を乗じる

改正：直営施工を実施しない場合は、基本単価に５/６を乗じる（経過措置※あり）

広域活動組織の規模
を満たす

広域活動組織の規模
を満たさず

フル単価5/6単価直営施工なし

フル単価フル単価直営施工あり

〇 多面的機能支払交付金の長寿命化対策については、これまで、
・ 活動組織の広域化による効率的な長寿命化対策
・ 経費削減が可能である多様な主体の参画による直営施工
を促すため、「広域活動組織の規模を満たさず、かつ直営施工を実施しない場合は、資源向上支払（長寿命化）
の基本単価に5/6を乗じる」こととしていました。

〇一方、長寿命化対策の支出に占める外注費は高い水準となっており、限られた予算の中でより多くの長寿命化対
策を進めるためにも、外注する場合と比較して安価に実施できる直営施工を更に推進するべく、令和７年度からは、
活動組織の規模に関わらず、「直営施工を実施しない場合は、基本単価に5/6を乗じる」こととしました。

5/6単価直営施工なし

フル単価直営施工あり

※新たな活動期間から適用（現行の活動期間中は現行の単価）
17



多面的機能の更なる増進への支援項目の追加

〇地域の創意工夫に基づき、以下のａ～ｊから選択した活動と、ｋの広報活動
を毎年度実施※１、２します。

〇令和７年度より、ｈとiを新たに追加します。

※１ 直ちにa～ｊのいずれかの活動に取り組めない地区については、資源向上支払（共同）の交
付単価は基本単価に5/6を乗じた額になります。

※２ 対象農用地に中山間地域等が含まれる場合は、ｋの広報活動の実施を任意としています。

b：鳥獣被害防止対策及び環境改善活動の
強化

a：遊休農地の有効活用

d：防災・減災力の強化c：地域住民による直営施工

f  : やすらぎ・福祉及び教育機能の活用e：農村環境保全活動の幅広い展開

h：水管理を通じた環境負荷低減活動の強
化

g：農村文化の伝承を通じた農村コミュニ
ティの強化

ｉ：広域活動組織における活動支援班※

による活動の実施

ｊ：a～ｉのほか、都道府県が実施要綱に基づく基本方針において対象活動とすることとした活
動

ｋ：広報活動・農的関係人口の拡大

北海道都府県

320400田

80240畑

2040草地

※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以
上実施、または長寿命化のための活動に取り組む
地区は加算単価に0.75を乗じた額になります。
※加算措置の適用期間は、本加算措置を受けた
年度から、当該活動期間の最終年度までに限りま
す。

i：広域活動組織における活動支援班の設置及び活動の実施

h：水管理を通じた環境負荷低減活動の強化

〇多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる活動組織が、新たに活動項
目を選択し、１活動項目以上追加する場合又は初めて多面的機能の増進を
図る活動に取り組む組織が２活動項目以上選択して取り組む場合、資源向
上支払（共同）に単価の加算を行います。

〇要件

〇必要な手続、確認方法

〇要件

〇必要な手続、確認方法
ほかの増進項目と同様に、活動記録をもとに確認します。

環境負荷低減の取組（長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、江
の設置、中干し期間の延長）をほかの増進項目と同様に、活動組
織内で決めた農地において実施すれば、増進活動としてみなされま
す。増進活動については、化学肥料・化学合成農薬を都道府県の
慣行レベルから原則５割以上低減する取組の要件や、取組面積の
拡大についての要件、長期中干しにおける溝切の実施の要件、一
ほ場一取組の制限はありません。

広域活動組織において、活動支援班が設置されており、その活
動支援班が広域活動組織内の集落をまたいで活動を実施してい
る場合、要件を満たしているとみなされます。

活動計画を提出する際に、活動支援班の構成員名簿を併せて提
出いただく必要があります。（申請後に設置した場合は、申請した年
度の報告時に設置したことが分かる書類を提出）
また、活動支援班の活動実績については、活動記録の備考欄に記
載する必要があり、それをもとに活動の有無を確認します。

多面的機能の増進を図る活動

〇活動記録（修正案）
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2-1 多様な人材の参画について
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多様な人材の参画に向けた仕組みの構築について（中山間地域への重点的支援）

○多面的機能支払交付金では、中山間地域（地域振興立法８法指定地域＋棚田指定地域）にある活動
組織が約1.5万組織（認定農用地約141万ha）存在し、全体の56％（認定農用地は61％）を占めて
います。
○中山間地域においては、集落機能が急激に低下する９戸以下の集落の割合が急激に増大しており、
今後、共同活動の継続を断念する活動組織が増える可能性があります。
○こうした状況を踏まえ、共同活動の継続に支障を来すおそれがある中山間地域等を中心に、活動組織
の体制強化に向けて、県単位で「活動組織と外部団体等とのマッチング」の仕組みの構築に取り組む
こととしています。

20



○既存のマッチングの取組事例は、主に、都道府県等が調整役となり、調整役が外部団体等と地域を仲介
する①「調整役配置型」と支援を希望する活動組織の情報をHPに掲載し、外部団体等が支援の希望を直
接募集者に申し出る②「HP掲載型」があります。

マッチングの仕組みについて

○既存のマッチングの取組事例
②HP掲載型①調整役配置型

栃木県農地水多面的機能保全推進協議会
「TANOPO」（P26）静岡県「むらマッチ」 （P24）

・栃木県農地水多面的機能保全推進協議会のHP
をリニューアルして、ポータルサイトを設置

・ 静岡県が運営するプラットフォームサイト
・ 調整役として「むらづくり相談窓口」を設置

活動組織

外部団体等に
支援を希望したい！

外部団体等
個人・団体・企業（建設
企業等も含む）

活動組織を支援したい！

調整役(推進協議会等)
・支援を希望する活動組織の募集リストを作成し、HP等に掲載
・活動組織が求める募集内容や外部団体等からの応募内容から
両者をマッチング

マッチング

仲
介

活動組織
外部団体等に

支援を希望したい！

外部団体等
個人・団体・企業（建設

企業等も含む）
活動組織を支援したい！

マッチング

HP管理者(推進協議会等)

・支援を希望する活動組織の募集リストを作成し、HP等に掲載

①調整役配置型 ②HP掲載型

活動参加を直接申込
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マッチング体制の構築に至った経緯

多様な人材の参画に向けた仕組みの構築について

～ R7年度農業・農村の多面的機能の持続的発揮に向けた全国シンポジウムより～

活動組織と企業の双方が“連携”に対するニーズを持っていること、
環境保全や社会貢献への高まりがあること等を背景に、
共同活動において企業等の外部人材を活用するマッチング体制の仕組みを構築

 共同活動を実施しようとしても、なかなか人が集まらない。
 組織のリーダーや役員のなり手がいない。
 活動の担い手が高齢化
 組織間や地域内外での交流が減少し、地域の課題解決に向けた情報や連携が不足

どの組織も同じような課題を抱えているが、
これまでの方法では根本的な解決には至っていない…

1. マッチングを希望する活動組織、外部団体等が申し込みを行う
2. 双方の条件やニーズを聞き取り、合意に達した場合、マッチングが成立
3. 活動を実施 調整役配置型の場合、

都道府県等が仲介役となり、
調整を行います＜活動事例＞

●大学生と協働で棚田の保全活動や水路の清掃を実施
●企業と協働し、清掃活動や地域で行うイベントの補助、地域の農産品を活用した商品や
レシピの開発を実施

●地元の小中学校と連携し、生き物調査や農業体験を実施
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多様な人材の参画に向けた仕組みの構築について

～ R7年度農業・農村の多面的機能の持続的発揮に向けた全国シンポジウムより～

外部団体等活動組織

・地域貢献ができる・人手不足が解消し、地域資源の維持ができる

・企業がCSR（企業の社会的責任）や
SDGs（持続可能な開発目標）へ貢献できる

・地域外の人と交流することで、新たな活力や
アイデアが得られる

・農村の現状や課題を学ぶことができ、農村
への関心を高めるきっかけとなる・遊休農地の活用に繋がる

・農村の風景によってリフレッシュや癒しの
効果が得られる

・地域の魅力や地元の農作物をPRする良い
機会になる

・職員同士のコミュニケーションの活性化に
繋がる・関係人口や移住者の増加につながる

・企業の新たなビジネスの開拓に繋がる・企業が持つノウハウ等を活用して、新たな
商品や販路が生まれる

 共同活動を実施しようとしても、なかなか人が集まらない。
 組織のリーダーや役員のなり手がいない。
 活動の担い手が高齢化
 組織間や地域内外での交流が減少し、地域の課題解決に向けた情報や連携が不足

マッチング体制の導入によるメリット

マッチングの導入によるメリット
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【参考】取組事例① 静岡県「むらマッチ」

１

○取組概要 ○取組事例

24



【参考】取組事例① 静岡県「むらマッチ」
○活用方法 ○マッチングの流れ
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【参考】取組事例② 栃木県農地水多面的機能保全推進協議会「TANOPO」
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○取組事例

【参考】取組事例② 栃木県農地水多面的機能保全推進協議会「TANOPO」
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○地域への外部人材の呼込みを推進する取組の一環として、令和７年４月１日から、国営土地改良事業の
工事・業務の総合評価落札方式等において、多面的機能支払の共同活動への参加実績を新たに評価対象
としています。

国が行う入札加点評価制度について

○建設企業等の共同活動への参加について
（新たな入札加点評価制度の概要）

【評価対象】
対象工事：予定価格が２億７千万円未満の工事
対象業務：地域要件をかけた測量業務、調査業務、

用地業務等
※想定される企業…地元に精通した建設会社や建
設コンサルタント等

【評価内容】
多面的機能支払交付金の活動組織の構成員として
行う継続的な活動

実績の評価＜企業評価として１～３点を評価＞
・活動組織の保全管理する区域が地域振興立法８
法及び棚田地域振興法のいずれかに該当する
活動組織との連携に限る

・２か年以上、継続的に活動を行った場合に評価
・企業として活動組織の構成員となる、もしくは
活動組織と協定を 締結し、活動組織から活動
実績の証明を受けている場合に評価
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2-2 環境負荷低減の取組への支援
（みどり加算）
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環境保全型農業の推進

○農業生産に由来する環境負荷を低減するとともに、地球温暖化の防止や生物多様性の保全に配慮し
た環境保全型農業の推進を支援している。

長期中干し
通常よりも長期間の中干しを実施する
（効果）
 水田土壌を乾かすことで、嫌気性のメタン生成菌の活動を抑
制し、メタン（温室効果ガス）の排出を削減

 登熟歩合の向上やたんぱく質含量の低下などの品質向上
（ただし、過度な実施することで収量減を招くこともある）

江の設置
水田の一部に江を設置する
（効果）
 水生生物の生息地を確保
 温度が低い水を一時的にためて水温を上昇上げる

生物多様性保全

〇環境保全型農業の取組の効果
有機農業、堆肥の施用、長期中干し 等地球温暖化防止効果の高い活動

有機農業、冬期湛水、江の設置 等生物多様性保全効果の高い活動

地球温暖化防止

～地域の水管理に係る調整が必要な活動とその効果～

化学肥料・化学合成農薬を
原則5割以上低減する取組

30
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メタン

酸素

＜中干し未実施＞ ＜中干し実施＞

メタン発生多

メタン生成菌メタン

水

メタン生成菌

メタン

メタン発生少

土

湛水状態を保ち、
水生生物の生息地を確保



環境保全型農業の推進

○農業生産に由来する環境負荷を低減するとともに、地球温暖化の防止や生物多様性の保全に配慮し
た環境保全型農業の推進を支援している。

冬期湛水
冬期に２か月以上、水田を湛水状態とする
（効果）
 水生生物や鳥類の生息環境を確保
 湛水した水が地下に浸透することによる地下水涵養
 かんがい水中に硝酸窒素濃度が高い場合、脱窒反応により
地下水や下流域での水質が向上

生物多様性保全 夏期湛水
夏期に圃場を湛水状態にする
（効果）
 水生生物や鳥類の生息環境を確保
 湛水した水が地下に浸透することによる地下水涵養
 雑草や病害の抑制効果

生物多様性保全

〇環境保全型農業の取組の効果
有機農業、堆肥の施用、長期中干し 等地球温暖化防止効果の高い活動

有機農業、冬期湛水、江の設置 等生物多様性保全効果の高い活動

～地域の水管理に係る調整が必要な活動とその効果～

化学肥料・化学合成農薬を
原則5割以上低減する取組
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但馬地区では、
コウノトリの餌となる多くの生き物を育むため、
「冬期湛水」や「中干し延期」を実施しています

鳥類の
採食・休息場所

・鳥類等の糞による施肥効果
・雑草の抑制効果
なども期待されます

水生生物の
生息場所

中干し延期
田植えから概ね 40 日間湛水状態を維持し、
水稲の中干し開始時期を遅らせる
（効果）
 水生生物の生息地を確保

生物多様性保全



○環境保全型直接支払交付金の取組のうち、地域全体の水管理に係る調整が必要である、長期中干し、
冬期湛水等の実施面積は、減少又は現状維持の傾向が見られる。
○兵庫県では冬期湛水及び中干延期を実施しているが、実施面積は全国と同様に減少又は現状維持の
傾向が見られる。

〇環境保全型農業の取組別実施面積

資料：環境保全型農業直接支払交付金実施状況報告より作成

実施面積（ha）
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兵庫県の冬期湛水実施面積 兵庫県の中干し延期実施面積

冬期湛水

長期中干し

中干し延期
江の設置
魚類保護
夏期湛水

環境保全型農業の推進（環境保全型農業直接支払の取組状況）
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○ 環境負荷低減の取組を促進するため、これまで環境保全型農業直接支払交付金において支援してきた長期中干し
等の水管理を伴う取組への支援については、地域でまとまりをもって取り組むことで効率的かつ効果的に推進されること
が期待できることから、資源向上支払の加算措置(みどり加算)として支援する。

１ 加算対象となる取組
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベルから原則と
して５割以上低減する取組と環境負荷低減の取組と組み合わせて
行うもの。

① 対象取組について、環境負荷低減の取組の取組要件を
満たすこと（毎年度実施）。
・長期中干し、冬期湛水、夏期湛水、中干し延期、江の設置等※
※R6年度まで環境保全型農業直接支払交付金の地域特認取組によって魚類保
護の取組を行っていた都道府県においては、江の設置等（作溝未実施）として当該
取組を実施することを可能とする。

② 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベル
から原則として５割以上低減する取組と組み合わせて行うこと
（毎年度実施）。
・主作物について、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行レベ
ルから原則として５割以上低減する取組。

③ 取組ごとに２年目以降の取組面積が初年度の取組面積
を下回らず、終了年度の取組面積が初年度の取組面積を上
回ること。
・加算対象面積の考え方は、本加算の実施面積（畦畔及び法面面積を
含めない）を加算対象面積（a単位）とする。

２ 加算措置の要件

３ 加算単価

注1）同一ほ場で複数
の取組を実施した場合
においても、受けられる
加算は１つの取組分の
みとなる。

注2）R7年度から５年
間以上実施した地区は、
単価に0.75を乗じた額
になる。

加算対象面積 ＝
本加算の実施面積
（畦畔及び法面面
積を含めない）

資源向上（共同）の対象農用地

加算単価区分
８００長期中干し
４,０００冬期湛水
８,０００夏期湛水
３,０００中干し延期
４,０００江の設置（作溝実施）
３,０００江の設置（作溝未実施）

（円/10a）

化学肥料と化学合成農薬を原則５割以上低減する取組
＋

長期中干し 冬期湛水 江の設置 等

環境負荷低減の取組への支援（みどり加算）【R7拡充】
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3 その他（周知事項等）
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３-１ 事務負担の軽減に向けた取組
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事務負担の軽減に向け、順次、様式の簡素化及び様式の入力負担の軽減を図ることとしており、
令和７年度には、様式の入力欄の簡素化、中山間地域等直接支払との活動記録及び金銭出納簿の共通
化、入力を容易にする工夫や入力ミスを防ぐための工夫等の入力負担の軽減を措置。

○ 事務の効率化に向け、多面的機能支払制度と中山間地域等直接支払制度の両支払に取り組む地域にお
ける事務局の一元化や事務手続の簡素化、デジタル技術の活用等を推進。

３-１ 事務負担の軽減に向けた取組

事務手続きの簡素化

① 様式の簡素化

② 中山間直接支払との様式の共通化

③ 様式の入力負担の軽減

住所の記入欄の削除、活動計画の記入欄の簡素化、開始時間と活動区分の記入欄の削除等

活動記録と金銭出納簿の共通化

数式等の変更防止（入力制限の設定）、備考欄の記入ルールの変更

令和７年度の制度改正に合わせて、以下の事務負担を軽減

各細は次ページ以降に記載
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① 様式の簡素化

○活動計画の記入欄の簡素化
活動計画書

・分類
・氏名
・住所
・団体名等

○住所の記入欄の削除

（規約別紙）

１．代表

活動支援班員

２．役員

活動支援班員

○○活動組織構成員一覧
以下３．の構成員は、○○活動組織へ参加するとともに、活動組織の代表、役員を下記１．２．のとおり定めま
す。

氏名役職名 　　　　　　　　　備考

役職名 氏名 　　　　　　　　　備考

○年○月○日

構成員名簿

・分類
・氏名
・住所
・団体名等

記入項目
住所の記入欄を削除

様式の記入作業の省力化や個人情報の取扱いの観
点から、住所の記入欄を廃止。

様式の記入作業の省力化を図るため、活動計画については、
月別の記入欄を廃止し、各活動項目の欄に○を記入するよう
変更。

活動ごとに実施予定月の記入が必要

実施予定の有無のみの記入に変更

24　農用地の機能診断

25 水路の機能診断

26　農道の機能診断

27　ため池の機能診断

28 年度活動計画の策定

施
設
の
軽

機
能
診
断
・

計
画
策
定

計画活動区分 活動項目

改正後

これまで
（例）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月

25 水路の機能診断

26　農道の機能診断施
設
の
軽

28 年度活動計画の策定

27　ため池の機能診断

機
能
診
断
・

計
画
策
定

24　農用地の機能診断

活動区分
毎年度の実施時期

活動項目

事務負担軽減に向けたR7年度の改正点（①様式の簡素化）
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② 中山間直接支払との様式の共通化

中山間直接支払との一体的な運用を図るため、
従来より多面的機能支払で使用してきた活動記
録と金銭出納簿について、中山間直接支払にお
いても使用することが可能に。
【中山間直接支払】
・活動日誌（参考様式）
（※金銭出納簿は
参考様式なし）

【多面的機能支
払】
・活動記録
・金銭出納簿

【共通化】
・活動記録
・金銭出納簿
（中山間直接支払は
参考様式）

○活動記録と金銭出納簿の共通化

4/1 3.5時間 10人 5人 15人 6 14 農地維持,農
地維持

6 鳥獣害防護柵等の
保守管理,14 ため池
の泥上げ

4/8

日付 農業者
農業者
以外

総参加
人数

支払区分 活動項目活動時間

活動実施日及び活動時間 活動参加人数

活動項目番号（左詰め）

活動内容

活動区分の記入欄を削除

開始時間の記入欄を削除

日付順に自動で並び替え

活動時間の入力は選択式に

○開始時間と活動区分の記入欄の削除等
様式の記入作業の省力化を図るため、活動

の開始時間と活動区分の記入欄を廃止。また、
活動時間の入力を選択式に、日付順に自動で
行を並び替える機能を追加するなど、様式の
改善を行った。

活動記録

① 様式の簡素化

事務負担軽減に向けたR7年度の改正点（②中山間直接支払との様式の共通化）
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③ 様式の入力負担の軽減

○備考欄の記入ルールの変更

・「実施」欄に「○」を記入した場合は具体的な活動内容や研修実施日等
を記入 → 削除
・「実施」欄に「×」を記入した場合は要件を満たせなかった理由や実施
しなかった理由を記入

記入する必要のある場合は、黄色に表示

様式全般

○数式等の変更防止
（入力制限の設定）
誤って数式等が変更されることを

防ぐため、部分的にセルのロックを
設定。
（校閲タブの「シート保護の解除」
をクリックすると編集が可能に。）

（１）農地維持支払

地目

円/10a

円/10a

円/10a

対象農用地面積 交付単価 年当たり交付金額

田  a 3,000 円

この線より上に行を挿入してください。

畑  a 2,000 円

草地  a 250 円

合計 a 円

編集可

編集不可

様式の記入作業の省力化を図るため、活動計画書どおりに活動が行われ
ている場合、備考欄への記入が不要に。

（例）

改正後

実施状況報告書

事務負担軽減に向けたR7年度の改正点（③様式の入力負担の軽減）
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③ 様式の入力負担の軽減

交付単価の転記ミスや計算ミスを防ぐため、①入力され
た都道府県名の情報を基に、実施要綱に示す交付単価が反
映されるほか、②該当する取組状況を選択することで、条
件に応じた適切な交付単価が入力される入力支援機能を追
加。

○交付単価の入力支援

改正後

（２）資源向上支払（共同）  

地目

円/10a

円/10a

円/10a

○

対象農用地面積 交付単価

草地

①②に該当

(単価×0.75)

該当なし

（単価×5/6）

①のみ該当
（修正なし）

②のみ該当
(単価×0.625)

※交付単価は、以下①、②への取組状況によって異なりま

す。左の表には減額する前の単価が入力されており、以下

の該当するパターンに〇を付けると自動で減額されます。

①多面的機能の増進活動に取り組む

②資源向上支払（共同）を５年以上実施、又は資源向上

支払（長寿命化）に取り組む

田  a 1,800 円

畑 1,080 円

年当たり交付金額

 a

 a 180 円
この線より上に行を挿入してください。

合計 a 円

②（２）資源向上支払（共同）  

地目

円/10a

円/10a

円/10a

a 円

 a 240 円
この線より上に行を挿入してください。

合計

1,440 円

年当たり交付金額

 a

草地

①②に該当

(単価×0.75)

該当なし

（単価×5/6）

①のみ該当

（修正なし）

②のみ該当

(単価×0.625)

※交付単価は、以下①、②への取組状況によって異なりま

す。左の表には減額する前の単価が入力されており、以下

の該当するパターンに〇を付けると自動で減額されます。

①多面的機能の増進活動に取り組む

②資源向上支払（共同）を５年以上実施、又は資源向上

支払（長寿命化）に取り組む

田  a 2,400 円

畑

対象農用地面積 交付単価①

条件に応じた適切な交付単価に自動で修正

②の取組状況の該当パターンを選択

活動計画書

事務の効率化の例※
いといがわし

〇糸魚川市日本型直接支払運営委員会（新潟県糸魚川市）
• 平成26年度、市内33集落から
なる「糸魚川広域協定」に基づ
く広域活動組織を設立。

• 平成27年度、更なる事務の効
率化等を図るため、市の呼び掛
けで日本型直接支払３支払（多
面支払、中山間直払、環境直
払）の事務支援を行う「糸魚川
市日本型直接支払運営委員会」
を設置。

• 運営委員会では、各支払から役
員を選出して情報を集約すると
ともに、専属職員が事務を担当。

※ 多面的機能支払優良事例から抜粋して掲載

日本型直接支払運営委員会

日本型直接支払事務局

おおたわらし

〇大田原市多面的機能支払推進協議会（栃木県大田原市）

• 平成19年度から市独自の
多面的機能支払支援ソフト
を導入し、活動組織の事務
負担軽減にいち早く取り組
み。

• 平成24年度、更なる事務
負担の軽減のため、市で推
進協議会を設立し、活動組
織からの事務受託を開始。

活動組織では、マクロが組まれたエク
セルファイルで金銭出納簿、活動記録、
参加者支払調書等を作成

事務負担軽減に向けたR7年度の改正点（③様式の入力負担の軽減）
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３-2 安全な活動の実施について
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３-2 安全な活動の実施について

○R6年度は、多面的機能支払に係る共同活動中に全国で203件の事故が発生した（前年度
より９件増加）。事故は６月から９月にかけて増加する傾向があり、活動項目別では
「草刈り」及び「泥上げ」中の事故が全体の約９割を占めている。

○本年度も年間200件を超えるペースで事故が発生しているほか、共同活動中の死亡事故
が既に６件発生している状況。
活動を行う際は今一度、安全管理を徹底いただくようにお願いします。

草刈り
73%

泥上げ
15%

伐木
2%

保守点検
2%

施設補修・更新
3%

景観形成 1%
その他 4%

○死亡事故の発生要因と対策
発生原因及び防止策死亡事故の事案

・シートベルトの着用
・事前に危険個所を確認（地盤は頑丈か、
トラクターは通れるか）

・草刈作業中にトラクターが横転

・ヘルメットの着用
・命綱の装着（傾斜上段にロープで固定
する等）

・法面の草刈り中や高所移動中における
転落事故

・単独作業にならないよう、互いの姿が確認
できる範囲で活動する
・頻繁に声掛けを行う

・ため池や水路での単独作業による事故
（互いの姿が確認できる範囲を外れて
作業を実施していた）

・ヘルメットの着用
・水路際の草刈を行う際は、水路に背を向け
て行わない（足元確認）

・水路の草刈作業中における転倒事故

○R7年度活動項目別の事故発生割合

「共同活動の安全のしおり」をご活用ください

約９割が
草刈り・泥上げ中の事故
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【参考】安全管理や多面的機能支払に係る参考資料

＜安全管理について＞

＜多面的機能支払交付金について＞
■多面的機能支払交付金活動組織の広域化のすすめ

■多面的機能支払交付金でできること ■多面的機能支払交付金利用の手続
多面的機能支払交付金を活用して、どのような共同活動
に取り組むことができるのかについて解説
https://www.youtube.com/watch?v=Lea88VRaVqY

多面的機能支払交付金の交付を受けるに当たって、
活動の手順や申請書類などについての解説
https://www.youtube.com/watch?v=5HQ3R_hlujM

内容：最上町広域協定の事例をもとに関係者へのインタビューを行い、広域化のプロセスについて解説
https://www.youtube.com/watch?v=x1NFLfCkdq0
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【おわりに】過去～現在～これから

○過去、農村地域は、農業者が大宗を占める中で共同作業を行っていたが、農村の構成が多様化する
ことにより、現在は多様な主体が協力して作業を実施。
○今後、人口減少・高齢化が進展する中にあっても、効率的に共同活動を実施していくため、地域外
の外部人材や省力化技術の活用が重要。

これから

農業者が大宗を占める農村集落

- 外部人材の活用 -

- 省力化技術の活用 -

現在過去

混住化の進展による
多様な主体で構成される農村集落

人口減少
高齢化
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農村の構成
が多様化

〇多様な人材の参画
〇活動組織の広域化
〇デジタル技術の活用等による
業務の効率化 等

新たな「食料・農業・農村基本計画」

大学生の参画 建設コンサルタントの参画

ロボット草刈機の導入 ドローンの導入


